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資 料

「改正・健康増進法」ならびに「兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例」

施行による病院の無煙化達成状況
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目的 2019年 7 月の「改正・健康増進法」（以下，同法）施行に伴い兵庫県では「受動喫煙防止等

に関する条例」（以下，同条例）が上乗せ施行された。具体的には精神科病院を除く病院（以

下，一般病院）は全国に先んじ，「敷地内・建物内のすべてを禁煙。敷地の周囲も禁煙」（以下，

無煙化），精神科病院は「施設管理者が治療のために必要と認めた」場合は屋外喫煙区域（以

下，特例区域）を設けることができる運用になった。本調査の目的は，兵庫県下の病院におけ

る同法・同条例施行後の無煙化の達成状況と課題を明らかにすることである。

方法 兵庫県保健所長連絡会に所属する全保健所が病院立入検査対象病院の喫煙環境を調査した。

同法・同条例の施行日以前に立入が完了した病院と，新型コロナウイルス感染拡大のため，や

むなく立入りを来年度に延期した病院は質問紙による調査も可とした。調査項目は，全面禁煙

であることの表示の状態，灰皿の有無，職員を受動喫煙から守る仕組みの有無等である。同

法・同条例施行後に新たに生じた問題と精神科病院で治療のために喫煙が必要と施設管理者が

認めた理由については自由記載とした。無煙化達成の判断は「全面禁煙を表示したうえで，敷

地内と，その周囲にも灰皿が設置されていないこと」と定義した。

結果 神戸市と西宮市は所轄との調整がつかず計134か所の調査を見送った。残り15保健所管内の

病院205か所を調査対象とした。調査した全病院のうち同法・同条例のもと，無煙化を達成し

た病院は195か所（95.1），無煙化を達成した一般病院は178か所（97.3）であった。精神

科病院22か所のうち特例区域を設けた病院は 4 か所，残り18か所のうち無煙化を達成した病院

は17か所（94.4）であった。精神科病院で治療のために喫煙が必要と施設管理者が認めた理

由は「禁煙にすると精神状態が悪化する」であった。一般病院と特例区域を設けなかった精神

科病院での，無煙化に伴い新たに生じた問題点は「敷地外での喫煙に関する苦情」22件，「吸

殻のポイ捨て」15件，「敷地内での隠れ喫煙」7 件などであった。

結論 同条例は病院の無煙化を目指した画期的な条例である。同法・同条例の施行により，一般病

院の無煙化はほぼ達成できている。精神科病院の無煙化も大きく前進した。

Key words禁煙，健康増進法，受動喫煙，敷地内禁煙，精神科病院
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 緒 言

受動喫煙防止対策は非喫煙者ならびに喫煙者の健

康被害を低減させるために非常に重要な施策であ

る。病院敷地内で，喫煙しない患者が受動喫煙の被

害に会うことはあってはならないことに加え，喫煙

する患者には禁煙のきっかけを与える意味があるこ

とから，受動喫煙防止対策は院内感染防止対策・医

療安全対策と並び，病院における公衆衛生活動の三

本柱のひとつと言って過言でない。そこで全国保健

所長会でも「保健所は，管轄区域の学校，医療機

関，行政機関などの敷地内全面禁煙をめざす。」と

宣言している1)。しかし 3 年ごとに実施される厚生

労働省の医療施設静態調査によると2017年度に調査

した病院8,412か所のうち「敷地内を全面禁煙とし

ている」病院は4,938か所（58.7）に留まってい

る2)。

欧米での医療機関の無煙化（Smoke-free）は，

1990年代の話題であり，最近の状況を調べた調査は

少なかった3)。少なくとも先進 7 か国で病院の敷地

内で喫煙できるのは日本だけである4)。

2019年 7 月に施行された「改正・健康増進法」5)

（以下，同法）により，医療機関は教育機関と同じ

く第一種施設に分類されたが，教育機関とは異なり

「敷地内禁煙ではあるものの屋外に喫煙所設置する

ことができる」扱いになった。これでは病院機能評

価およびニコチン依存症管理料算定の施設基準であ

る，本来の敷地内禁煙の定義と大きく矛盾する。

兵庫県では同法と同時に「受動喫煙防止等に関す

る条例」6)（以下，同条例）を上乗せ施行し，全国

ではじめて「医療機関は敷地内・建物内のすべてを

禁煙。敷地の周囲も禁煙」（以下，無煙化）を決定

した。これまで筆者らが精神科病院でもそれ以外の

病院（以下，一般病院）と同様に全面禁煙が可能で

あることを示してきた7,8)。しかし，後日通知され

た実施要領9)により，精神科病院では「施設管理者

が治療のために必要と認めた」場合は屋外喫煙区域

（以下，特例区域）を設けることができる例外扱い

になった。

本調査の目的は，兵庫県下の病院における同法・

同条例施行後の無煙化の達成状況と課題を明らかに

することである。

 研 究 方 法

調査対象は兵庫県下の医療法第25条第 1 項に基づ

く立入検査対象の病院339か所。同法・同条例の立

入権限が兵庫県・政令指定都市・中核市で異なるた

め調整を要した。具体的には，兵庫県では同法・同

条例の所轄が健康福祉部健康局健康増進課にあるの

で，本調査は保健所長会の自主研究として実施し，

結果を同課に情報提供することにした。神戸市保健

所は他の政令指定都市の大部分と同様に，同法・同

条例の所轄が保健所ではなかったので同管内の病院

は調査対象外となった。中核市の保健所はそれぞれ

に同法・同条例の立入権限があるので病院立入検査

時に調査することにした。

調査期間は同法・同条例施行日の2019年 7 月 1 日

から2020年 3 月31日までとした。保健所医師による

病院立入時の実地見分による調査を原則にするもの

の，一部の病院では施行日までに立入検査が終了し

ていたことに加え，年明けからの新型コロナウイル

ス感染症の拡大のため，やむなく病院立入を次年度

に延期した医療機関では，質問紙による調査も認め

た。

無煙化が達成されているか否かの判断基準は「全

面禁煙であることを表示したうえで敷地内とその周

辺にも灰皿が設置されていないこと」と定義した。

一般病院と精神科病院に共通した調査項目は同条

例第 9 条および第10条に掲げられた必要要件，すな

わち敷地内全面禁煙であることを表示しているこ

と，および敷地内とその周辺にも灰皿が設置されて

いないこと，に加え Longo らの論文3)を参考に職員

の喫煙調査，病院の就業規則の有無，禁煙支援シス

テムの有無，病院でのタバコの販売の有無とした。

特例区域を設けた精神科病院の調査項目には同条

例実施要領に記載されている特例区域の要件 5 項目

に加え，喫煙に同伴する看護師の受動喫煙防止対策

を追加した。

無煙化になって新たに生じた問題点と，治療のた

めに喫煙が必要と施設管理者が認めた理由について

は自由記載とした。

本調査は受動喫煙対策という行政活動の把握を目

的とし，病院（組織）が調査対象である。ヒトや動

物を対象とした医学系研究ではない。また個人情報

を取り扱っていないので倫理委員会の審査の適応外

と判断した。集計にあたり，特定の病院の結果であ

ることが類推できないように配慮した。

分析は単純集計を行った。統計計算にはフリーソ

フトの EZR10)を用い Fisher の検定で P＜0.01を有

意とした。自由記載はカテゴリー分類して集計した。

 研 究 結 果

兵庫県下17の保健所のうち西宮市の病院25か所は

前年度に大規模な調査を実施したばかりだったので

今回の調査には所内の合意を得られなかった。また

神戸市の病院109か所は同法・同条例の所轄部署と
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表 一般病院における敷地内全面禁煙開始時期

項目
同法・同条例
に合わせて

無煙化

同法・同条例
施行以前に
全面禁煙化

無記入
その他

合計

n () 51(27.9) 95(51.9) 37(20.2) 183(100)

表 一般病院と精神科病院に共通した調査結果

項 目
一般病院

[合計183か所]
n ()

精神科病院
[合計22か所]

n ()
有意差

無煙化の達成 178(97.3) 17(77.3) P＝0.002

職員の喫煙率調査実施
したことがある 39(21.3) 5(22.7) P＝1.00

職員の喫煙に関する規
則や就業規程がある 36(19.7) 2(9.1) P＝0.26

禁煙したい職員を支援
するシステムがある 43(23.5) 2(9.1) P＝0.17

院内売店や自販機でタ
バコを販売していない 183(100.0) 20(90.9) P＝0.01

「全面禁煙であることを表示したうえで敷地内とそ

の周辺にも灰皿が設置されていないこと」と定義し

た。

Fisher の検定

表 特例区域を設けた精神科病院における調査結果

［合計 4 か所］

項 目 適正
n ()

不適正
n ()

特例区域は病院利用者が通常立ち入
らない屋外にある 4(100.0) 0(0)

特例区域であることが表示されている 3(75.0) 1(25.0)

特例区域に20歳未満および妊婦の立
入り禁止が表示されている 3(75.0) 1(25.0)

治療上喫煙を必要とする旨が診療録
等に記載されている 1(25.0) 3(75.0)

治療上喫煙が必要とされた者以外，
特例区域で喫煙していない 2(50.0) 2(50.0)

喫煙に同伴する看護師の受動喫煙防
止対策が立案されている 0(0) 4(100.0)
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の調整がつかなかったので同じく参加できなかっ

た。その結果，上記の 2 保健所を除く15保健所の立

入対象病院205か所，すべてから回答を得た。病院

立入時の実地見分により調査した病院131か所

（63.9）。残りの病院74か所（36.1）は質問紙に

よる調査であった。

一般病院183か所では同法・同条例施行以前にす

でに95か所（51.9）の病院で全面禁煙を実施して

いたが（表 1），同法・同条例施行後は178か所

（97.3）が無煙化を達成した（表 2）。一方，精神

科病院で無煙化を達成したのは17か所（77.3）で

あった。4 か所（18.2）が特例区域を設け喫煙を

続行し，もう 1 か所は喫煙所が現認された。一般病

院と精神科病院とでは無煙化達成率に有意差があっ

た（表 2）。

職員の喫煙率を調査している病院，喫煙に関する

就業規則や禁煙支援システムがある病院も25以下

と少なかったが，一般病院と精神科病院で有意差は

なかった。院内でタバコを販売している一般病院は

なかったが，精神科病院のうち 2 か所（9.1）で

は院内でタバコを販売していた。いずれも特例区域

を設けた病院であった（表 2）。

特例区域を設けた精神科病院 4 か所のうち 1 か所

（25.0）で特例区域であることの表示と未成年者

と妊婦は立入禁止の表示がなかった（表 3）。治療

のために喫煙が必要であることを患者ごとに評価し

て，診療録等に記録してある病院は 1 か所（25.0）

しかなく，残りの 3 か所（75.0）では入院形態と

病棟単位で喫煙を許可していた。入院患者以外が喫

煙していた病院が 2 か所（50.0）あった。また，

これら 4 か所すべてで患者の喫煙に同伴する看護師

の受動喫煙防止対策が立案されていなかった（表

3）。治療のために喫煙が必要と認めた理由は「禁煙

により精神症状が不安定になる」で一致していた。

一般病院と特例区域を設けなかった精神科病院

で，無煙化により新たに生じた問題点は，「敷地外

での喫煙に関する苦情」が22件（10.5）と最も多

く，続いて「吸殻のポイ捨て」15件（7.2），「敷

地内での隠れ喫煙」7 件（3.3），「喫煙者に注意

して逆切れされた」等，その他 4 件（1.9）であっ

たが，「とくに問題なかった」21件（10.0）と，

無記入が140件（67.0）あった。

 考 察

同条例は病院の無煙化を目指した画期的な条例

で，現時点で兵庫県以外の都道府県に例を見ないの

で，その成否は他の自治体の注目を集めてい

る11,12)。加えて，無煙化が困難と思われていた精神

科病院においても，問題なく実施できることが判明

すれば，全国の精神科病院の無煙化が加速すること

が期待できる。

. 保健所による病院の喫煙状態調査の難しさ

病院立入検査時に受動喫煙防止対策に関する調査

を実施している保健所は，鈴木らの報告によると

2019年度30.2にとどまっている13)。本調査で最も

苦労した点は，自治体ごとに同法・同条例の所轄が
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異なるため，約60の病院しか調査できなかったこ

とである。同法・同条例に基づく所轄が保健所以外

にあるのであればその部署が病院の調査を行うのは

当然であるが，日本循環器学会も禁煙ガイドライン

のなかで「保健所は病院の無煙化も地域課題の 1 つ

と考え，立入時には無煙環境の実現に向けた支援的

な調査や指導に配慮することを期待したい」と言及

している14)。そもそも地方分権推進法により病院立

入検査は都道府県の自治事務になったので，各自治

体の裁量で病院の無煙化を立入検査の第 2 表の項目

に加えることはできるはずである。この法的根拠

は，今後，同様な調査を検討している保健所でも参

考になると考えられる。

. 兵庫県条例施行後の病院の無煙化達成状況

病院の敷地内禁煙に関する全国規模の調査は少な

い。

調査した一般病院と精神科病院205か所のうち無

煙化を達成した病院は195か所（95.1）で，先に

述べた厚生労働省による医療施設静態調査（2017

年)2)の58.7に比べ有意に高かった（P＜0.001）。

これは，この間に喫煙に対する社会情勢が変化した

ことが主要因と考えられるが，一般病院では敷地内

とその周辺にも喫煙所設置を認めなかったにもかか

わらず，同法・同条例の施行をきっかけに51か所

（27.9）もの病院が新たに無煙化に移行し，最終

的に183か所（97.3）が無煙化を達成したことは

極めて注目に値する。病院敷地内に喫煙所設置を認

める同法の配慮は本来，必要ないのかもしれない。

2020年の医療施設静態調査の結果が公表されれば他

都道府県との比較が可能となり，上記の仮説が検証

されるのではないかと考える。敷地外での喫煙やポ

イ捨てに対する苦情が比較的多かったが，横浜市が

行った路上喫煙に関する苦情調査も同様の苦情が多

く，とくに病院の無煙化に限ったことではないと考

える15)。

. 同条例実施要領で精神科病院が特例扱いに

なった件

今回，同法・同条例の施行直前になって，兵庫県

から，精神科病院では「施設管理者が治療のために

必要と認めた」場合は特例区域を設けることができ

ると実施要領で通知された経緯については説明を得

られなかった。上記の実施要領にもかかわらず同条

例施行後，精神科病院22か所のうち17か所（77.3）

が無煙化になったことが判明した。この結果は2016

年に行われた「日本精神科病院協会加盟の病院の禁

煙治療の保健適応と敷地内禁煙の有無」16)の調査結

果，「全国1,203の精神科病院のうち敷地内禁煙を達

成していた病院126か所（10.5）」，に比べ有意に

高かった（P＜0.001）。

栗岡らによる京都府下の精神科病院における全面

禁煙の調査でも「同法施行前42が施行後67に増

加した」と報告している17)。多くの精神科病院で，

患者の精神状態に不利益なく全面禁煙できることが

示されていることが理由であろう7,8,18)。

特例区域を設けていた精神科病院 4 か所で，治療

のために喫煙が必要と認めた理由は「禁煙にすると

精神症状が悪化する」であったが，これを医学的に

支持する論文は検索した限り見当たらなかった。精

神科病院における特例区域設置の配慮も本来必要が

ないのかもしれない。

. 職員の喫煙に関すること

職員の喫煙率を調査している病院は予想に反し少

なかった。衛生委員会のある病院であれば，健康診

断の質問項目に加えれば，個人を特定することなく

喫煙率を把握できるはずである。職員の喫煙に関し

て就業規程に記載されている病院は少なかったが，

兵庫県下の一般病院では全面禁煙になったので，勤

務中には喫煙できないと思われる。特例区域を設け

た精神科病院では，患者に同伴する職員も一緒に喫

煙していることが判明している。病院はまず職員の

喫煙率を減らすために，禁煙外来などの支援システ

ムを用意することが望まれる。患者の喫煙のため同

伴を強いられる非喫煙者の看護師への受動喫煙防止

対策は最低限必要であると考える。

. 本調査の限界

今回，同法・同条例施行の2019年 7 月 1 日以前に

立入が実施された病院と，新型コロナ感染症拡大の

ため，やむなく各保健所の判断で立入検査が次年度

に延期されたことで，74か所（36.1）の対象病院

で病院立入時の実地見分による調査ができなかっ

た。立入を中止した各保健所では作為的な抽出はな

く，調査項目からも質問紙による調査が介入したこ

とで回答傾向が変わる可能性はないと考えている。

今回，神戸市と西宮市の参加が結果のところで述べ

た理由により，かなわなかったのもこの種の調査の

限界である。

 結 論

同法に加え，全国に先立ち病院の無煙化を目指し

た同条例の施行により，調査した兵庫県下の一般病

院の無煙化は大きな問題もなく概ね達成されてい

た。精神科病院での無煙化も着実に浸透してきてい

る。

本研究において開示すべき COI 状態はない。
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